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市第58号議案 

   地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受 

け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手 

続等に関する条例の一部改正 

 地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる

特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和２年12月４日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受 

け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手 

続等に関する条例の一部を改正する条例 

 地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる

特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例（

平成24年６月横浜市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第２号を次のように改める。 

(2)  削除 

第４条第１項第10号中「第２号及び」を削り、「並びに」を「及

び」に改める。 

第６条第１号イ中「認定特定非営利活動法人」を「法第44条第１

項の認定を受けた特定非営利活動法人 ( 以下「認定特定非営利活動

法人」という。 )」に改める。 

第９条第３項中「第２号及び」を削り、「並びに」を「及び」に

改める。 
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第17条第１項中「 ( 第２号 ( 第４条第１項第２号に掲げる基準に

適合しなくなった場合に限る。 ) を除く。 )」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  

   提 案 理 由 

 指定特定非営利活動法人として指定するための基準から認定特定

非営利活動法人でないこととの基準を廃止する等のため、地方税法

第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例の一部を改正

したいので提案する。 
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 参  考  

   地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 

け 入 れ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を 指 定 す る た め の 基 準 、 手 

続 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

（ 指 定 の た め に 必 要 な 手 続 を 行 う 基 準 等 ） 

第 ４ 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 申 出 書 を 提 出 し た 特 定 非 営 利 活 動 法 

人 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 当 該 特 定 非 営 利

活 動 法 人 に つ い て 、 指 定 の た め に 必 要 な 手 続 を 行 う も の と す る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

   削 除                           
 (2)  

法 第 44 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 以 下 「 

                          
認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 」 と い う 。） で な い こ と 。 

（ 第 ３ 号 か ら 第 ９ 号 ま で 省 略 ） 

(10)  実 績 判 定 期 間 （ 指 定 を 受 け よ う と す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の

直 前 に 終 了 し た 事 業 年 度 の 末 日 以 前 ５ 年 （ 指 定 を 受 け た こ と の

な い 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 指 定 を 受 け よ う と す る 場 合 に あ っ て

は 、 ２ 年 ） 内 に 終 了 し た 各 事 業 年 度 の う ち も 早 い 事 業 年 度 の

初 日 か ら 当 該 末 日 ま で の 期 間 を い う 。） に お い て 、 第 １ 号 か ら 

                    
第 ８ 号 ま で に 掲 げ る 基 準 （              第 ３ 号 イ に 掲 げ る 基 準 （ 

 第 ２ 号 及 び 

前 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 書 類 と し て 第 ３ 号 イ に 掲 げ る 基 準 に 

                             
適 合 す る 旨 を 説 明 す る 書 類 が 提 出 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、 

                   第 ２ 

               及 び   
第 ３ 号 に 掲 げ る 基 準 ）    当 該 実 績 判 定 期 間 中 に 、 指 

号 及 び           並 び に 

定 を 受 け て い な い 期 間 が 含 ま れ る 場 合 に は 、 当 該 期 間 に つ い て

は 第 ６ 号 に 掲 げ る 基 準 を 除 く 。） に 適 合 し て い る こ と 。 

（ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 
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 （ 欠 格 事 由 ） 

第 ６ 条  第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 次 の い ず れ か 

に 該 当 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に つ い て 、 指 定 の た め に 必 要 な 手 

続 を 行 わ な い も の と す る 。 

(1)  そ の 役 員 の う ち に 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 が あ る も の 

 （ ア 省 略 ） 

  法 第 44 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 以 下 
  イ 

認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 

   「 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 」 と い う 。）  
 が 法 第 67 条 第 １ 項 若 

    

し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 法 第 44 条 第 １ 項 の 認 定 を 取 り 消 さ 

れ た 場 合 又 は 法 第 58 条 第 １ 項 の 特 例 認 定 を 受 け た 特 定 非 営 利

活 動 法 人 （ 以 下 「 特 例 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 」 と い う 。）

が 法 第 67 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２

項 の 規 定 に よ り 法 第 58 条 第 １ 項 の 特 例 認 定 を 取 り 消 さ れ た 場

合 に お い て 、 そ の 取 消 し の 原 因 と な っ た 事 実 が あ っ た 日 以 前

１ 年 内 に 当 該 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 又 は 当 該 特 例 認 定 特 定

非 営 利 活 動 法 人 の そ の 業 務 を 行 う 理 事 で あ っ た 者 で そ の 取 消

し の 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い も の 

（ ウ か ら オ ま で 及 び 第 ２ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 省 略 ） 

（ 指 定 の 更 新 の 申 出 ） 

第 ９ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  第 ４ 条 （ 第 １ 項 第 ４ 号 イ 及 び 第 ９ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。） か ら

第 ７ 条 ま で の 規 定 は 、 第 １ 項 の 指 定 の 更 新 の 申 出 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ４ 条 第 １ 項 第 10 号 中 「 か ら 第 ８ 号 ま で 

       
に 掲 げ る 基 準 （      第 ３ 号 イ に 掲 げ る 基 準 （ 前 条 第 ２ 項 第 

 第 ２ 号 及 び 

１ 号 に 掲 げ る 書 類 と し て 第 ３ 号 イ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 旨 を 説 
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明 す る 書 類 が 提 出 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、      第 ３ 号 に 掲 

第 ２ 号 及 び 

     及 び   
げ る 基 準 ）    当 該 実 績 判 定 期 間 中 に 、 指 定 を 受 け て い な い 期 
     並 び に 

間 が 含 ま れ る 場 合 に は 、 当 該 期 間 に つ い て は 第 ６ 号 に 掲 げ る 基 準

を 除 く 。）」 と あ る の は 、 「 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 基 準 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。 

（ 勧 告 、 命 令 等 ） 

第 17 条  市 長 は 、 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に つ い て 、 第 19 条 第 ２ 項 

                            
各 号  

（ 第 ２ 号 （ 第 ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し な く な 

               
の い ず れ か に 該 当 す る と 疑 う に 足 

っ た 場 合 に 限 る 。 ) を 除 く 。）  

り る 相 当 な 理 由 が あ る 場 合 に は 、 当 該 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に

対 し 、 期 限 を 定 め て 、 そ の 改 善 の た め に 必 要 な 措 置 を 採 る べ き 旨

の 勧 告 を す る こ と が で き る 。 

（ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 
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